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Ⅰ 置賜広域市町村圏の概要 
 

１  概  況 
本圏域は、山形県南部に位置する面積 2,495.24㎢、人口 201,846 人（令和 2 年国勢調査

確定値）の地域で、米沢市・長井市・南陽市の 3市、高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町及び

小国町の 5町から構成されており、県内最古の旧石器・縄文遺跡、県内最大の古墳や草木塔

が確認されるなど、多くの歴史・文化遺産が存在している。 

 

位置図 

 
 

 
平成27年※1 令和2年※1 人口増減率 

(％) 

面積※2 

(㎢) 人口(人) 人口(人) 世帯数(戸) 

米沢市 85,953 81,252 33,095 △5.47 548.51 

長井市 27,757 26,543 9,486 △4.37 214.67 

南陽市 32,285 30,420 10,760 △5.78 160.52 

高畠町 23,882 22,463 7,358 △5.94 180.26 

川西町 15,751 14,558 4,495 △7.57 166.60 

白鷹町 14,175 12,890 4,389 △9.07 157.71 

飯豊町 7,304 6,613 2,125 △9.46 329.41 

小国町 7,868 7,107 2,810 △9.67 737.56 

計 214,975 201,846 74,518 △6.11 2,495.24 

資料※1 人口＝国勢調査（確定値） 

  ※2 面積＝国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 

      



２  地  勢 
本圏域の東部境界には奥羽山脈、南部には吾妻・飯豊の山系、北部には白鷹山塊、西部

には朝日・飯豊の山系が連なり周囲は山岳・丘陵で囲まれている。  

また、本圏域の東部を山形県の代表河川である最上川が流れ、その流域に米沢盆地・長

井盆地が形成されており、一方、西部には荒川が流れ、その流域に小国盆地が形成されて

いる。標高は飯豊山が 2,105ｍで最も高く、最も低い地域は小国町西部地帯の 130ｍであ

る。 

また、本圏域の土地利用区分別面積では森林が 76.9％、次いで農地が 9.2％となってい

る。 

 

区分 森 林 農用地 道路河川 宅 地 原 野 その他 計 

面積

(ｈa) 
191,820 23,110 11,727 6,943 187 15,737 249,524 

割合

(%) 
76.9 9.2 4.7 2.8 0.1 6.3 100.0 

（令和 5年現在 資料：山形県統計年鑑） 

 

３  就業人口 
令和 2年の就業人口は 103,949人で総人口の 51.5％を占めている。  

これを産業別にみると第 1 次産業は 8,221 人で就業人口全体の 7.9％、第 2 次産業は

35,564人で全体の 34.2％、第 3次産業は 57,903人で全体の 55.7％となっている。 

 

＊置賜の産業別就業人口 

 
平成22年 平成27年 令和2年 

人 数（人） 構成比（％） 人 数（人） 構成比（％） 人 数（人） 
構成比

（％） 

総 数 109,548 100.0 107,354 100.0 103,949 100.0 

第1次産業 9,960 9.1 9,232 8.6 8,221 7.9 

第2次産業 39,396 36.0 37,766 35.2 35,564 34.2 

第3次産業 58,306 53.2 58,635 54.6 57,903 55.7 

産業分類不能 1,886 1.7 1,721 1.6 2,261 2.2 

（資料：国勢調査） 

 

 



４  広域行政のあゆみ 
 

(1) 置賜広域市町村圏の指定と一部事務組合の設立 

本圏域は明治維新まで上杉家の藩領として一体的に治められており、昭和 28(1953)

年の町村合併促進法施行当時には、1 市 7 町 34 村に分かれていた｡その後合併が進み､

昭和 42(1967)年に南陽市の市制施行により 3市 5町となり現在に至っている。 

広域行政としては昭和 34(1959)年に広域行政の受け入れ母体にもなった置賜総合開

発協議会が結成されるなど、圏域内の市町間の連帯と総合的発展の必要性が強く意識さ

れてくるようになり、昭和 45(1970)年には自治省から「置賜広域市町村圏」として      

3市 5町が指定を受け、昭和 46(1971)年には「置賜広域行政事務組合」を設立し、以来

本格的な広域行政が推進されている。 

 

(2) 置賜広域市町村圏計画（第 1次計画）の策定 

昭和 45(1970)年に策定された置賜広域市町村圏計画（第 1次計画）では、その主なプ

ロジェクトとして、生活圏の拡大に対応した道路交通体系の整備と、生活関連公共施設

の適正配置及び行政事務の共同処理体制の確立を掲げ、計画的に事業の推進を図ってき

た。 

その結果、圏域内の市町道は大幅に整備改善が進み、し尿・ごみ処理をはじめとする

公共的サービス機能の整備充実が図られるとともに、全国に先がけてコンピューターに

よる行政事務の共同処理などが実現した。 

また、このほかに計画の実現を通してそれぞれの市や町の行政の視野は広がり、行政

意識の広域化が進んだことなども見逃すことのできない成果である。 

 

(3) 新置賜広域市町村圏計画（第 2次計画）の策定と地域経済活性化地域の選定 

国では「第 3次全国総合開発計画」において、資源エネルギー制約時代・低経済成長

時代への移行等を背景にしながら、人間居住の総合的環境づくりのための定住構想を打

ち出すなど、地方への新たな期待が高まってきた。 

そして、本圏域を将来に向けて大きく発展させるためには、前述のような第 1次計画

の成果と社会的状況の変化を踏まえつつ雪を克服し、高速交通時代に対応しうる広域交

通体系の一層の充実を図ることをはじめ、産業の発展・就業機会の拡大・医療や福祉の

充実・地域文化の向上など、全ての分野にわたり、その対策を講ずることが必要となっ

た。 

以上のような観点から、第 1次計画の理念を発展させ置賜地域発展のための課題とそ

の施策を広域的かつ長期的に展望し、圏域の持つ美しい自然や豊かな人間性と、歴史あ

る伝統のうえにさらに豊かな定住社会を創造することをそのねらいとして、昭和 56 年

度を初年度、平成 2年度を目標年度とする「新置賜広域市町村圏計画」を策定した。 

また、昭和 60(1985)年 1 月には地域経済活性化地域の選定を受け、昭和 60 年度から

平成元年度までの「地域経済活性化計画」を策定し事業を実施した。 

 



(4) ふるさと市町村圏の指定と地域経済活性化地域・地域経済基盤強化対策地域の指定 

その後、国は多極分散型国土の構築を基本目標とし、交流ネットワーク構想を目指し

た「第 4次全国総合開発計画」を策定、さらにふるさと創生事業の一環として「ふるさ

と市町村圏」施策を提唱した。 

本圏域は平成元(1989)年 8 月にこの「ふるさと市町村圏」の第 1 次指定を受け、『花

咲き人成るいきいき置賜（ふるさと）』を将来像に、平成 2年度を初年度、平成 12年度

を目標年次とする「置賜広域ふるさと市町村圏計画」（第 3 次計画）を策定するととも

に、関係市町の出資及び山形県からの助成で 10億円の基金を設け、その運用益（果実）

で「花と人材育成」をテーマとした圏域振興のためのソフト事業を実施した。 

一方、先の「地域経済活性化地域」選定に引き続き平成 2(1990)年 3 月には、新地域

経済活性化地域に、平成 7(1995)年には地域経済基盤強化対策地域に、さらに平成

10(1998)年及び平成 13(2001)年には新地域経済基盤強化対策推進地域に選定され、それ

ぞれに計画を策定し新たなニーズに対応すべく事業を実施した。 

 

(5) まちづくり総合事業の選定と地方拠点都市地域の指定   

平成 3(1991)年 12月には「花咲き人成るいきいき置賜(ふるさと)－花－」を統一コン

セプトとした「置賜花の文化交流ネットワーク事業」が「まちづくり総合事業」の選定

を受けるとともに、平成 4(1992)年 6 月に施行された「地方拠点都市地域の整備及び産

業業務施設の再配置の促進に関する法律」に基づく地域として平成 6(1994)年 9 月に本

圏域が指定を受け、法律に基づき基本計画を策定、平成 7(1995)年 7 月に山形県知事か

ら計画の承認を受け、同計画に基づく事業を実施した。 

この間、平成元(1989)年 7 月には自治省が広域市町村圏設定 20 周年記念事業の一環

として実施した「優良広域市町村圏」に本圏域が全国 50 圏域の一つとして、また、平

成 7年 3月には「個性的で活力ある広域行政圏」として全国 8圏域の一つとして本圏域

が選定され、それぞれ自治大臣表彰を受けた。 

 

(6) 新置賜広域ふるさと市町村圏計画（第 4次計画）の策定 

国は、平成 10(1998)年 3 月に閣議決定された新しい全国総合開発計画「21 世紀の国

土のグランドデザイン」において、21世紀に我が国がめざす方向として「多軸型国土構

造の形成」を長期目標に掲げ、地域住民の参加と地域間の連携による国づくり・地域づ

くりによって計画を推進し、連帯意識の醸成と地域間の連携主体の形成を図ることが重

要とされ、推進主体として広域行政機構の果たす役割がこれまで以上に期待された。 

このような中で、本圏域では、平成 14(2002)年 2 月に平成 14 年度を初年度とし平成

24 年度を目標年度とする「新置賜広域ふるさと市町村圏計画」を策定し、『奏であう人

と花 おきたま新世紀』を将来像に活力のある創造的で魅力的な地域を目指した事業と

して、広域連携事業「置賜八食祭」や広域的婚活推進事業「おきたま LOVE ワゴン」を

実施した。 

 

 



(7) 第 5次置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画の策定 

ふるさと市町村圏計画については、国の要綱が平成 21(2009)年 3月に廃止され、その

後の計画の取扱いについては、構成市町の自主的協議により決定することが望ましいと

する国の考えが示されたため、平成 22 年度から構成市町と本組合で、新たな計画の策

定について検討を行った。 

その結果、ふるさと市町村圏計画は、本組合の設立根拠でもあり、圏域の一体的発展

に着実な成果を上げてきたことから、置賜の将来像や発展方向を示す重要なものである

ため、新たな計画を策定することとした。 

平成 25(2013)年 2月に、構成市町と本組合が自らの協議によってつくる新しい計画と

して、平成 25年度を初年度、令和 4年度を目標年度とし、『豊かなふるさとを創造する

おきたま共存圏』を将来像に、置賜圏域の現状と課題を踏まえて、3 つの基本目標「広

域連携でつくる未来の置賜圏づくり」、「広域行政がむすぶ共同の置賜圏づくり」、「住民

参加によるふるさと置賜圏づくり」を掲げ、広域連携を柱に一体的な発展を目指す「第

5次置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画」を策定した。 

 

(8) 新たな枠組みでの広域行政の推進 

本組合の設立根拠として位置付け、これまで策定してきたふるさと市町村圏計画につ

いては、平成 30(2018)年 6 月に中心市である米沢市と近隣 2 市 5 町による置賜定住自

立圏形成協定が締結され、「置賜定住自立圏共生ビジョン」による事業が具体的に展開

されはじめている状況等を踏まえ、構成市町と本組合で検討した結果、次期計画を策定

しないこととした。 

なお、第 5 次置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画に掲げた「第 3 章 広域行

政事務の充実」については、令和 5(2023)年 4 月に策定した、令和 5 年度から令和 14

年度を計画期間とする「広域行政事務推進基本計画」に登載し、組合の区域における広

域行政の推進に資する事業の実施及び連絡調整に関する事務を進めていくこととした。 

また、置賜広域ふるさと市町村圏基金（以下「ふるさと市町村圏基金」という。）は

継続して設置することとし、さらなる広域行政を推進するために活用していくことが確

認され、令和 6年度からふるさと市町村圏基金活用事業を開始した。 

 



Ⅱ  置賜広域行政事務組合の概要 
 

１ 置賜広域行政事務組合のあらまし 

(1) 名   称 置賜広域行政事務組合 

(2) 所 在 地 米沢市金池三丁目 1番 55号  米沢産業会館内 

TEL 0238(23)3246 FAX 0238(24)4659 

(3) 設立年月日 昭和 46(1971)年 7月 13日 

(4) 構 成 市 町 米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町・小国町 

合計 3市 5町 

(5) 共同処理する事務 

市町名 

 

共同処理する事務 

米
沢
市 

長
井
市 

南
陽
市 

高
畠
町 

川
西
町 

白
鷹
町 

飯
豊
町 

小
国
町 

組合の区域における広域行政の推進に資する事業の実

施及び連絡調整に関する事務 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

コンピューター利用による行政事務の情報処理共同事

業に関する事務 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

広域交流拠点施設（余熱利

用施設）の設置及び管理運

営に関する事務 

置賜スポーツ交流プラザ 

湯るっと 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

し尿受入施設の設置及び管

理運営に関する事務 
中田クリーンセンター 

○  ○ ○ ○    

し尿収集手数料の徴収に関

する事務 
  ○ ○ ○    

汚泥再生処理施設の設置及

び管理運営に関する事務 
長井クリーンセンター  ○    ○ ○ ○ 

ごみ処理施設の設置

及び管理運営に関す

る事務 

可
燃 

千代田クリーンセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

不
燃 

長井クリーンセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

資
源 

千代田クリーンセンター 

リサイクルプラザ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

最終処分場跡地利用公園の

設置及び管理運営に関する

事務 

浅川ふれあい公園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

南陽養護老人ホームの設置

及び管理運営に関する事務 
南陽やすらぎ荘 ○  ○ ○ ○    

消防及び救急業務に関する事務（消防団及び消防水利に

関する事務を除く。） 
○  ○ ○ ○    
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3

(組)

(組)

(組)

所長補佐 (組) 施設第１係長

(組)千代田クリーン 所長補佐 (組) 管理係長

1 (兼)

1 (組)

(組) 1

3 (兼)

(組)

施設第２係長

(組) 4

(組)

所長補佐 (組) 施設第２係長 (兼) 1

(組)施設第１係長 2

(組)

(兼)

2

(組)

理 事 会 事務局長 (組) 総務課長 (兼)

 理事長(米沢市長)

課長補佐 (組) 理事(他７市町長)

課長補佐

(兼)

(組)

(兼) 6 (組)

(組) 総務係長 (組) 6

総務主査 (組)

3

3

(組)

(組)

1

(兼)

4 (組)

(組)

2

(組)

4

(組)

4 (組)

(組)

4

(組)

4

(組)

(組)

(組)

4

(組)

(組)

(組)

(組)

4 (組)

4 (兼)

4 (組)

(組)

(兼)

4

4

(組)

警防企画係長

事務局次長
(組)

セ ン タ ー 所 長
(組)

所長補佐 (組)

センター所長
長井クリーン (組) 所長補佐

(組) 予防指導係長

管理係長

業務係長

消防次長 予防課長 (組)

警防課長 (組)

消 防 長 (組) 消防総務課長

課長補佐 (組) 救急救助係長(組)救急救助課長

(組)施設課長

計画調整係長

業務係長

(兼)

第２消防係長

(組)

第１救助係長

(組)

(組)管理係長

(組)

第２救助係長 (組)

第２救急係長 (組)

(組)

北部出張所 (組)

第２予防係長

企画財政係長

課長補佐 (組)

業務主査 (兼) 1

施設係長(組)課長補佐

(組) 4

第２消防係長 (組) 4

(兼)課長補佐 (組)

(兼)

課長補佐

予防指導係長



副 署 長

(兼)

3

2

副 署 長 (組) 管理係長 (組) 1

3 (組)

(兼)

2

※再任用職員（フルタイム）2名、再任用職員（短時間）3名を含む。

議　会 書記長 (併)

監査委員 (併13)

議会主幹 (併8)

(米沢市会計管理者)
(兼) 課長補佐 (併) 会計係長 (兼) 1会計管理者 (併) 会計課長

(組) 管理係長

 併任職員
(兼)  兼　務監査主幹 (併8) 監査主査

4

第２副署長 (組) 第２消防係長 (組)

(組)

第２予防係長 (組)

第２救助係長 (組)

(組)

第２副署長 (組) 第２消防係長 (組)

(組) 2 (組)

第２救助係長 (組)

4 (兼)

(組)

署　　長
第１救助係長 (組) 1 (組)

2

副 署 長 (組) 管理係長

川西消防 (組) (組) 第１消防係長第１副署長 2

第１救急係長 (組) 2 (組)

第１予防係長 (組) (組)

1 (組)

(組)

(組)

(組)

(組)

(兼)

(組)

第２救急係長 (組) 2 (組)

第２予防係長 (組) 3

(組)

1

4

2 (組)

(組)

第２予防係長 (組)

1 (組)

第２救急係長

第１予防係長 (組) 3

第２副署長 (組) 第２消防係長 (組) 3

第２救助係長 (組) 2

(組)

高畠消防 (組) 第１副署長 (組) (組)

第１救急係長 (組) 2

第１消防係長 (組) 3

4

署　　長
第１救助係長 (組) 2

署　　長
第１救助係長 (組) 2

消防次長 (組) 南陽消防 (兼) 第１副署長 (組) 第１消防係長 (組) 4

(組)

(組)

(組)

(組)

(組)

(組)

第１予防係長

(組)

第２救急係長 (組) 3 (組)

(組)

第１救急係長 (組) 3 (組)

 組合職員
(併)
(組)



jimukyoku21
四角形

jimukyoku21
ノート注釈

jimukyoku21
四角形

jimukyoku04
タイプライタ
       

jimukyoku04
タイプライタ
長井ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
タイプライタ
       

jimukyoku04
タイプライタ
小国中継施設

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
楕円

jimukyoku04
タイプライタ
       

jimukyoku04
タイプライタ
南陽消防署

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
タイプライタ
川西消防署

jimukyoku04
楕円

jimukyoku04
タイプライタ
       

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
タイプライタ
北部出張所

jimukyoku04
タイプライタ
南陽やすらぎ荘

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
タイプライタ
置賜ｽﾎﾟｰﾂ交流
ﾌﾟﾗｻﾞ湯るっと

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
タイプライタ
千代田ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
（ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ）

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
タイプライタ
高畠消防署

jimukyoku04
タイプライタ
浅川最終処分場
(浅川ふれあい公園)

jimukyoku04
タイプライタ
消防本部
米沢消防署

jimukyoku04
タイプライタ
中田ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

jimukyoku04
タイプライタ
城西分署

jimukyoku04
タイプライタ
事務局

jimukyoku04
タイプライタ
東部分署

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
楕円

jimukyoku04
四角形

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
楕円

jimukyoku04
タイプライタ
       

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
四角形

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
四角形

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
楕円

jimukyoku04
楕円

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
直線

jimukyoku04
楕円

jimukyoku04
四角形





























































































 

 

総 務 課        〠992-0012 米沢市金池三丁目 1-55 

 

施 設 課             同    上 

中田クリーンセンター  〠992-0011 米沢市中田町 1660 

長井クリーンセンター  〠993-0082 長井市舟場 30-1 

粗大ごみ処理施設         同    上 

中継施設             同    上 

汚泥再生処理施設         同    上 

小国中継施設     〠999-1201 小国町大字沼沢 1616 

南陽やすらぎ荘     〠999-2232 南陽市三間通 1065 

千代田クリーンセンター 〠999-2172 高畠町大字夏茂 2933 

くりえいと工房          同    上 

リサイクルプラザ         同    上 

浅川最終処分場    〠992-0112 米沢市大字浅川 1644-1 

浅川ふれあい公園    〠992-0112 米沢市大字浅川 1908 

（問い合わせは千代田クリーンセンターへ） 

置賜スポーツ交流プラザ「湯るっと」 

〠999-2172 高畠町大字夏茂 3030 

 

☎0238(23)3246 

☎0238(23)3241 

☎0238(26)7488 

☎0238(49)8278 

☎0238(84)6911 

 

 

 

☎0238(63)2251 

☎0238(47)5541 

☎0238(57)4004 

 

 

☎0238(37)2012 

 

 

☎0238(57)3948 

消防本部        〠992-0012 米沢市金池五丁目 2-41 

置賜地域消防通信指令センター    同    上 

米沢消防署             同    上           

東部分署       〠992-1125 米沢市万世町片子 156-1 

城西分署       〠992-0054 米沢市城西一丁目 4-37 

北部出張所      〠992-0005 米沢市窪田町藤泉 96-5 

南陽消防署       〠999-2262 南陽市若狭郷屋 917-10 

高畠消防署       〠992-0351 高畠町大字高畠 528 

川西消防署       〠999-0121 川西町大字上小松 1736-2 

☎0238(23)3107 

☎0238(23)6650 

☎0238(23)3108 

☎0238(26)2041 

☎0238(26)2042 

☎0238(36)0032 

☎0238(43)3500 

☎0238(52)1505 

☎0238(42)3700 

置賜広域行政事務組合ホームページアドレス https：//www.okikou.or.jp 

 

 

 

 

 

置賜広域行政事務組合施設 



 

 

 

 

米沢市  〠 992-8501  米沢市金池五丁目 2-25 

長井市  〠 993-8601  長井市栄町 1-1 

南陽市  〠 999-2292  南陽市三間通 436-1 

高畠町  〠 992-0392  高畠町大字高畠 436 

川西町  〠 999-0193  川西町大字上小松 977-1 

白鷹町  〠 992-0892  白鷹町大字荒砥甲 833 

飯豊町  〠 999-0696  飯豊町大字椿 2888 

小国町  〠 999-1363  小国町大字小国小坂町二丁目 70 

☎ 0238(22)5111 

☎ 0238(84)2111 

☎ 0238(40)3211 

☎ 0238(52)1111 

☎ 0238(42)2111 

☎ 0238(85)2111 

☎ 0238(72)2111 

☎ 0238(62)2111 

 

置賜広域行政事務組合構成市町 



山 形 県

置賜広域行政事務組合


